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水産流通適正化法制定の背景

• 水産政策の改革

→ 漁業管理（漁獲制限）から資源管理（漁獲量制限）へ

• IUU(illegal, Unreported, Unregulated)漁業の撲滅

→ 日本国内の水産物市場を浄化



構 成

• 日本の水産物需給と消費の動向

• 水産物の物流・商流・情報流

• 水産物流通適正化法のしくみ

• ナマコとアワビの流通への適用

• 課題



流通する
水産物の分類

• 用途－食用、非食用

• 食用ー生鮮品、冷凍品、加工品
（味付け・加熱・発酵など）

• 非食用－餌・魚粉・飼肥料



日本の魚介類の需給状況の変化



食用魚介類の自給率の推移



食用魚介類及び肉類の国民1人当たりの消費量



小売段階の傾向

• かつては鮮魚売場はラウンド（丸物）が
あったが、家庭内の調理離れが進み、現
在では、フィーレ、切り身、刺身などの
加工が主流となっている。

• ラウンドの商品が全くないスーパーも多
い。



スーパーの仕入れと加工
• スーパーではバックヤードで鮮魚を加工して、フィーレ、切り身、刺身商材をつくってい
る。

• 極力、販売の直前に加工するのが良いが、販売ロットの大きい大衆魚を予め加工が必要

• 仕入れ先の仲卸などへの外注により加工しているものを購入するケースも多い。



生鮮食材の流通と卸売

• 消費財の基本的な流通：

メーカー → 卸売 → 小売（実需者）
→ 消費者

• 卸売の機能：

①集荷・分荷

②相場形成

③代金決済

④情報収集・発信



日本の卸売市場の特性
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水産物の多段階流通の概要
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◎鮮度が重視されるので、素早く、需要のあるところに、
適正な価格で流通させる「しくみ」として発達してきた。

◎魚種は多彩で、流通のロットも、大きなものから小さなものまで。
◎同じ魚でもサイズに応じた用途別の流通がある。

鮮魚店（買出人）

市場外流通（専門事業者、プラットフォーマなど）



産地の選別機能と用途別市場
（多獲性魚種の例）
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水産加工業者の集荷・分荷
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★品質別に商品ロットを構成する。
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市場外流通の一事例
物流と商流の不一致
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トレーサービリティの可能性

• トレーサビリティの構築には、集荷・分荷の中でロットの分割・
統合による再編があること、物流、商流が不一致あってその際に
情報流（トレース）をどのようにとるか、という問題がある。

• 魚類養殖に関する流通では、産地でインテグレートが進み，マー
ケットイン型の流通になりつつあり、トレーサビリティも整備さ
れてきた。

• 天然魚を捕獲する漁業はプロダクトアウト型供給がベースであり，
産地の流通業において集荷・分荷され，さらに卸売市場を2度介
して集荷・分荷されていることから、産地以外の情報伝達があま
りなされず、トレーサビリティは困難とされてきた。



水産流通適正化法の概要

• IUU漁業により水産資源の持続的利用が脅かされる特定の魚種
については，流通プロセスに違法漁獲物が混入されるのを防ぐ
ための措置をとる。

• 国内で流通する特定の魚種（特定第1種水産動植物）について
は取引記録等を追跡調査できるようにして、輸出の際には輸出
業者が漁獲証明書の提出を義務づける。

• 輸入される特定の水産動植物（特定第2種水産動力物）につい
て輸入業者は外国での漁獲の適法性を証明しなければならない。

流通業者に違法漁獲物を取り扱わせないようにすると
同時に取り扱う業者を摘発するという意図



特定第1種水産動植物における
流通適正化のしくみ

• 漁業者等の届出

• 取扱事業者の届出

• 漁獲番号または荷口番号
の伝達

• 取引記録の作成・記録

• 輸出時に適法漁獲等証明
書の提出



売り手と買い手の間にある取引記録
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特定第1種水産動植物の選定



漁獲番号のしくみ



漁獲番号の漁協への統合

漁 協

漁協が発行す
る漁獲番号

買受人

組合員

組合員

組合員

組合員

漁協職員



荷口番号のしくみ



漁獲番号と荷口番号の統合
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ナマコのケース



アワビのケース



養殖アワビ・輸入アワビの取扱

食品表示法上の義務



流通の特性とのトレースの問題

• ナマコは、煮沸加工されるゆえに加工段階の仕入れと出荷では
重量が一致しない。

• ナマコも、アワビも、買受人が一時的にストックして、在庫に
は仕入れ日がまざっている。そのことから，出荷物のロットの
中は仕入れ日が混ざることがある。

• ナマコやアワビをトレースしたときに、取引間の照合はできて
も、最終的に可能性産地が分散していて、産地を絞ることがで
きない可能性がある。

• 加工業者が漁獲番号と荷口番号の管理を厳密にすれば良いが、
そのためには多大なコストがかかる可能性がある。



水産動植物（特定第2種水産動力物）

• 輸入魚の中で違法漁獲による漁獲物を輸入させない。

• 輸入業者には合法的な水産物かどうかを輸出国が発行する証明
書を提出させる。

• 輸入業者は漁獲証明書を提出しなければならない。

• 日本での漁獲ー外国で加工ー日本に再輸入という委託加工の場
合、輸出時に国内産地が解るように取引証憑を提出しなければ
ならない。



特定第2種水産動植物の選定



特定水産動植物の選定に関する議論

• 環境NGOの意見：全ての魚種を対象にし（EU並という意味）、
多くの情報を消費者に伝えることが大事

• 小売業界：従前から必要不可欠と考えていた水産物のトレー
サービリティの導入を歓迎。

• 漁業者の意見：IUU漁業の撲滅は大賛成だが、業務負担増への
懸念。魚種は必要なものだけ。

• 卸業界：「受託拒否の禁止」があるゆえ、基本的に歓迎。

• 仲卸業界：中小零細事業者が多いゆえ、負担が増えることへの
懸念が強い。魚種は必要なものだけ。

• 水産加工業者：様々な検査や証明の負担をすでに背負わされて
いる上に業務負担が増えるゆえに、魚種は必要なものだけ。



課 題

• 流適法は、違法漁獲物の流通を抑止し、違法漁獲物を仕入れる業者
を摘発できるしくみにはなっているものの、第1種特定水産動植物の
取扱については流通業者に届出・伝達・記録といった負担義務を課
す初めての法的措置であることから混乱をまねく可能性がある。

• 荷物の引き渡し・引き取りと一緒にかつ、確実で手軽に伝達・記録
ができる電子システムがあれば、対象魚種の広がりに繋がる（水産
庁の事業で、国のクラウドに記録を送付するシステムの構想やブ
ロックチェーンの開発が行われている）

• 制度導入で流通業者には確実に負担が生じることから、後継者のい
ない中小零細事業体の廃業が増える可能性がある。

• 特定水産物の選定には慎重な議論が必要である。

★流適法の措置で、経済活動を低迷させてはならない！


